
令和  年  月  日 

保護者 様 

山梨大学教育学部附属中学校 

 

インフルエンザに係る出席停止について 
 

インフルエンザは、学校保健安全法に定められている感染症のため出席停止となります。治癒後、

登校の際には、医師の診断を踏まえ、次の登校許可願の提出をお願いします。 

なお、出席停止は欠席日数に含まれません。 
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保護者記入 

インフルエンザに係る登校許可願 
学校長 様 

             山梨大学教育学部附属中学校 

 

                    年    組  氏名                     

 

受診医療機関名                                       

診断名           インフルエンザ（ A型・ B型・ 未判定 ） 

診断日               月    日   

 

 ＊以下の基準を確認の上、各項目をチェックしてください。 

チェック☑  出席停止期間の基準 

□ １ 

発症日（発熱した日）を「０」とし、翌日から数え５日を経過している。 

⇒発症日を記入してください。 

発症日    月    日 

□ ２ 
解熱後２日を経過している。 

⇒朝から平熱に戻った日を１日と数えます。 

□ ３ 登校しても活動できる状態に症状が回復している。 

 

１～３を全て満たす状態に回復したので、    月    日より登校します。  

 

令和   年    月    日           

保護者氏名（自署）                               

＜インフルエンザの出席停止期間＞ 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 



【資料】 

○学校保健安全法 

 （出席停止) 

第十九条  

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等が

あるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 

 

○学校保健安全法施行令 

 (出席停止の指示) 

第六条  

校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかに 

して、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含 

む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当 

該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。 

 (出席停止の期間の基準 ) 

第十九条   

令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 

二 第二種の感染症にかかつた者については、  次の期間。ただし、病状により学校医その他の

医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 

イ インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、 

   解熱した後二日を経過するまで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「学校において予防すべき感染症の解説」 


